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空
港
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

空
港
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
又
は
エ
プ
ロ
ン
の
新
設
又
は
改
良
」
を
「
、
エ
プ
ロ
ン
若
し
く
は
照
明
施
設
（
以
下
「
滑
走
路
等
」
と

い
う
。
）
の
新
設
若
し
く
は
改
良
又
は
政
令
で
定
め
る
空
港
用
地
（
以
下
単
に
「
空
港
用
地
」
と
い
う
。
）
の
造
成
若
し
く
は

整
備
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
又
は
エ
プ
ロ
ン
の
新
設
又
は
改
良
」
を
「
滑
走
路
等
の
新
設
若
し
く
は
改

良
又
は
空
港
用
地
の
造
成
若
し
く
は
整
備
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
排
水
施
設
、
護
岸
、
道
路
、
自

動
車
駐
車
場
又
は
橋
（
以
下
「
排
水
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
新
設
又
は
改
良
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
又
は
エ
プ
ロ
ン
の
新
設
又
は
改
良
」
を
「
滑
走
路
等
の
新
設
若
し
く
は
改

良
又
は
空
港
用
地
の
造
成
若
し
く
は
整
備
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
排
水
施
設
等
の

新
設
又
は
改
良
の
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
又
は
エ
プ
ロ
ン
」
を
「
滑
走
路
等
又
は
空
港
用
地
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
又
は
エ
プ
ロ
ン
」
を
「
滑
走
路
等
又
は
空
港
用
地
」
に
改
め
、
同
条
第
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三
項
中
「
排
水
施
設
、
照
明
施
設
、
護
岸
、
道
路
、
自
動
車
駐
車
場
、
橋
又
は
第
八
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
空
港

用
地
」
を
「
排
水
施
設
等
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
又
は
エ
プ
ロ
ン
の
新
設
又
は
改
良
」
を
「
滑
走
路
等
の
新
設
若
し
く
は
改
良

又
は
空
港
用
地
の
造
成
若
し
く
は
整
備
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
又
は
エ
プ
ロ
ン
の
改
良
の
工
事
」
を
「
、
エ
プ
ロ
ン
若
し
く
は
照
明
施
設
の
改
良
又
は
空
港
用
地
の
造
成

若
し
く
は
整
備
の
工
事
並
び
に
当
該
空
港
と
他
の
地
点
と
の
間
の
路
線
に
お
け
る
予
定
さ
れ
た
航
空
機
の
運
航
の
確
実
性
を
高

度
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
照
明
施
設
に
改
良
す
る
工
事
及
び
当
該
工
事
と
併
せ
て
施
行
さ
れ

る
べ
き
空
港
用
地
の
造
成
又
は
整
備
の
工
事
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
空
港
整
備
法
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
（
当
該
国

の
負
担
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
負
担
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
補
助
（
平
成
十
四
年
度
以
前
の
年
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度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
に

支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
平
成
十
四
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補

助
で
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

最
近
に
お
け
る
航
空
輸
送
に
対
す
る
国
民
の
需
要
の
高
度
化
に
的
確
に
対
応
す
る
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
航
空
機
の
運
航
の

確
実
性
を
一
層
向
上
さ
せ
る
た
め
、
照
明
施
設
等
を
空
港
の
基
本
的
な
施
設
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
新
設
又

は
改
良
等
の
工
事
を
促
進
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


